
静岡東部陸上競技協会規約 
 

第1章 総 則 
第1条 本協会を静岡東部陸上競技協会と称する。（以下本協会と呼ぶ） 
第2条 本協会の事務所は事務局長宅に置く。 

第2章 目的及び事業 

第3条 本協会は静岡県東部地区における陸上競技の普及、振興を図ると共に地域住民の
心身の健全な発展に寄与する事を目的とする。 

第4条 本協会はその目的を達成する為、次の事業を行う。 

1 陸上競技に関する実技、講習会等の開催。 

2 地域での大会開催並びに後援、審判等。 

3 陸上競技に関する全国又は地域大会に対し代表を選考し派遣する事。 

4 陸上競技に関する公認審判員に関する事。 

5 陸上競技に関する上部、又は関係団体加盟に関する事。 

6 その他、本協会の目的達成に必要なる事項。

第3章 組 織 

第5条 本協会は、登録した者及び＊団体を会員として組織する。（下記支部等とする） 

＊富士宮市・富士市・沼津市・三島市・御殿場市・裾野市・下田市・伊東市・伊豆の国市 

伊豆市（各市陸上競技協会）  
長泉町・小山町・函南町（各町陸上競技協会）、中体連、面体連 14団体 

第6条 本協会への登録は毎年度更新するものとする。 
 
第4章 役 員 

第7条本協会に次の役員を置く。 
会長 1名・副会長若干名・理事長 1名・副理事長若干名・常任理事若干名
理事若干名・県代表委員 1 3名（兼任）・専門部委員長各委員 1名・ 
専門部委員 若干名・事務局長 1名・会計 1名・監事 2名

第8条 （名誉役員） 

1 本協会に名誉役員として名営会長，顧問、参与を置くことが出来る。 

2 名誉役員は会長の諮問に応じ、また要請により会議に出席にして意見を述べる事が   

出来る。 

第9条   (会 長) 

1 会長は総会において推挙する。 

2 会長は本協会を代表し会務を司る。 

3 会長は前1,   2項の他、総会の議を経て学識経験者より若干名を理事に委嘱す
る事が出来る。 

4 会長は中体連、高体連、実業団（一般）の代表（若干名）を理事に委嘱する。
第10条 （副会長） 

1 副会長は総会において推挙する。 

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
第11条 （理事長） 

1 理事長は理事会で選出し、総会において会長が委嘱する。 

2 理事長は会務を掌握する。 
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